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牛久市教育委員会４月定例会会議録 

 

 

１．日  時  令和２年４月２３日（木）午後１時３０分 

２．場  所  中央生涯学習センター １階大講座室 

３．出席委員  染谷 郁夫・石井 美知夫・芦田 亜里香・五十嵐 登喜子・𠮷原 英夫 

４．委員以外  教育部長            川井 聡 

  の出席者  次長兼教育企画課長       吉田 茂男 

        次長兼生涯学習課長       大里 明子 

        学校教育課       課長  川真田 英行 

学校教育課  学校建設対策監  佐藤 孝司 

指導課         課長  豊嶋 正臣 

文化芸術課       課長  糸賀 珠絵 

スポーツ推進課     課長  高橋 頼輝 

中央図書館       館長  大和田 伸一 

教育企画課     課長補佐  山口 功 

学校教育課     課長補佐  戸塚 美幸 

指導課       課長補佐  山口 明 

文化芸術課     課長補佐  山越 義弘 

文化芸術課     課長補佐  大本 挙周 

生涯学習課     課長補佐  大野 由光 

スポーツ推進課   課長補佐  塚本 浩 

５．欠席者    

学校教育課     課長補佐  森田 明 

６．会議録署名人 石井 美知夫 

７．議事事項  報告第１５号 専決第５号 牛久市教育委員会会計年度任用職員の任期、勤務

条件、給与等に関する規則について 

        報告第１６号 令和２年度牛久市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

        報告第１７号 牛久市青少年相談員の選任について 

        報告第１８号 牛久運動公園野球場広告掲載に関する告示の一部改正について 

８．その他 

 

 

次長兼教育企画

課長 

 

 

  出席委員が、定数に達したため定例会の成立を宣言。 

 

教育長   お忙しいところご苦労さまです。 

  今日朝８時半から先ほどまで校長会が開催されていました。新型コロナウイ
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ルス感染症で今子供たちは学校をまだ休んでいる状況なんですが、５月７日か

らの再開に向けての話合いをしていました。再開できるかできないかと、でき

ないときはどのようにしたらいいかというような話合いをしていました。あと、

あした近隣の教育長さんたちも集まって情報交換会をしようと思っていますの

で、そういったものを経て教育委員会で５月からの対応を決めていければと思

っているんですが、市長のご意見というものもありまして、全面復帰は無理だ

ろうと、分散登校みたいな形でやっていったらいいんじゃないかという話があ

ったり、宿題なんかも出しっ放しなので、これをどう評価して先へ進めるかと

いう話とか、ネットの授業も、ない子供たちどうするかというようなことをさ

らに話し合ってきていました。 

  詳しくはまた後ほど時間があったらお話ししたいと思いますので、本日はど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

教育長 

 

  開会を宣言する。 

 

 

  会議録署名人 石井美知夫委員を指名する。 

 

 

教育長   初めに、報告第１５号「専決第５号 牛久市教育委員会会計年度任用職員の

任期、勤務条件、給与等に関する規則について」事務局より説明をお願いしま

す。 

 

 

次長兼教育企画

課長 

  報告第１５号は、専決第５号 牛久市教育委員会会計年度任用職員の任期、

勤務条件、給与等に関する規則について、牛久市教育委員会教育長に対する事

務専決規程第２条の規定に従いまして、その会議を招集するいとまがなかった

ことから、教育長の専決とさせていただいたものを報告させていただくもので

あります。 

  本件につきましては、先月３月の定例会のその他でご説明いたしましたとお

り、令和２年度から会計年度任用職員制度が導入されまして、教育委員会で任

用する際の任用の手続や勤務条件、給与等について教育委員会規則で定めるも

のです。条例に基づく手続となりますので、基本的には市長が定める規則に準

じたものとなりますが、市長の定める規則の制定が３月末日となったことから、

教育委員会での規則制定についても令和２年３月３１日付での制定となりまし

た。 

  内容につきましては、手続について市長の定める規則に準じることと、教育

委員会部局にて必要な職について一覧表になっていると思いますが、その職に
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ついて新任の場合の職務の号給等の決定基準を定めております。 

  なお、本日、お手元のほうに追加の資料といたしまして、左上に赤字で資料

と書かれたものがありますが、そちらは市長の定める規則の写しでございまし

て、そちらに準じて同じことをこちらの規則にのっとって執り行うというよう

な内容の規則になっております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 

   報告第１５号について質疑を受けるが質疑なし。 

 

 

教育長   それでは、次に報告第１６号「令和２年度牛久市地域学校協働活動推進員の

委嘱について」事務局よりお願いします。 

 

 

次長兼生涯学習

課長 

  報告第１６号、令和２年度牛久市地域学校協働活動推進員の委嘱につきまし

てご説明申し上げます。 

  お手元の資料の２枚目、３枚目をご覧ください。 

  令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの任期で３０名の方を委嘱い

たしました。いわゆる学校コーディネーターの方々でございます。 

  ３０名のうち、新規の推進員は２名、担当校が変更となった推進員は１名で

ございます。新規の推進員は、１５番、中根小学校を担当される大竹優子様と

２９番、ひたち野うしく小学校を担当される佐藤敦子様です。担当校が変更と

なる推進員は２６番の下根中学校を担当される栗原弥生様で、昨年度まで中根

小学校を担当してくださっておりました。 

  なお、ひたち野うしく中学校を担当する推進員につきましては、４月１日付

で委嘱するための推薦を頂く準備ができませんでしたので、今後学校に対し事

業の説明をさせていただき、学校長より推薦いただいた方を委嘱させていただ

く予定となってございます。 

  以上でございます。 

 

 

   報告第１６号について質疑を受けるが質疑なし。 

 

 

教育長   ないようでしたら、次に報告第１７号「牛久市青少年相談員の選任について」

事務局より説明をお願いします。 
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次長兼生涯学習

課長 

  報告第１７号、牛久市青少年相談員の選任につきましてご説明申し上げます。 

  お手元の資料の２枚目をご覧ください。 

  青少年相談員につきましては、平成３１年４月１日から令和３年３月３１日

までの任期で既に選任させていただいておりますが、牛久第一中学校区の野村

雅子様から、ご自身のお仕事が忙しく相談員活動の継続が困難だということを

理由に退任の申し出がございましたので、後任といたしまして２９番の西尾弓

様を新たに選任いたしました。西尾相談員は退任された野村様から推薦を頂い

た方でございます。 

  なお、西尾相談員の任期は、退任された野村相談員の在任期間である令和３

年３月３１日までとなります。 

  以上でございます。 

 

 

教育長   質問等ありましたらお願いします。 

 

 

石井委員   西尾委員さんはお幾つぐらいのお方ですか。 

 

 

次長兼生涯学習

課長 

  年齢ですね。少々お待ちください。 

 

 

石井委員   大体でいいです。 

 

 

次長兼生涯学習

課長 

  ５４歳の方です。 

 

 

教育長   ほかにございませんか。 

  次に、報告第１８号「牛久運動公園野球場広告掲載に関する告示の一部改正

について」事務局よりお願いします。 

 

 

スポーツ推進課

長 

  報告第１８号、牛久運動公園野球場広告掲載に関する告示の一部改正につい

てをご説明いたします。 

  この告知は、牛久市広告記載に関する規則に定めるもののほか、牛久運動公

園野球場施設への企業等が広告を掲載することに関し必要な事項を定めたもの

になっております。 

  今回の一部改正の内容なんですが、１点目は同告知第１０条第１項のただし

書を削除したものになります。こちらは、広告掲載期間の上限、継続して掲載
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できる期間を設けていたのですが、そちらを撤廃するものとなっております。

従来は連続掲載期間を３年ということで上限を設けておりましたが、これを撤

廃するものになります。 

  ２点目は、同１０条の中に１項追加する形で、掲載更新に関して内容変更を

伴わない更新、それから軽微な変更のみで更新申請が上がってきた場合には、

第３項において、本来であれば報告審査委員会の審査を経てから掲載を許可す

るとなっているんですけれども、この審査を経ずに更新できるものとする、こ

ちらの１項を加えたものとなります。 

  以上２点の変更となります。よろしくお願いします。 

 

 

   報告第１８号について質疑を受けるが質疑なし。 

 

 

教育長   以上で本日の議事は終了いたします。 

  これで４月定例会を終了いたします。 

  次回の定例会は、令和２年５月２１日木曜日、市役所分庁舎２階第２会議室、

午後１時３０分での開催となります。 

  なお、コロナウイルス感染拡大防止のため、当日の出席者は課長職以上を予

定しておりますので、よろしくお願いします。また、場合によっては、会議室

を変更することもございますので、よろしくお願いします。 

 

 

 


